
○ 要介護認定等の実施について（平成 21年９月 30日付老発 0930 第５号）（抄） （変更点は下線部）

改正後 現行

老 発 0 9 3 0 第 ５ 号

平 成 21年 ９ 月 30日

老 発 0 3 3 0 第 ９ 号

一部改正 平 成 24年 ３ 月 30日

老 発 0 3 3 1 第 １ 号

一部改正 平 成 27年 ３ 月 31日

老 発 0 9 2 9 第 ７ 号

一部改正 平 成 27年 ９ 月 29日

老 発 0 3 2 3 第 ２ 号

一部改正 平 成 30年 ３ 月 23日

老 発 0 9 2 5 第 ２ 号

一部改正 平 成 30年 ９ 月 25日

老 発 0 3 3 1 第 ２ 号

一部改正 令 和 ２ 年 ３ 月 31日

老 発 1 2 2 5 第 ３ 号

一部改正 令 和 ２ 年 12月 25日

老 発 0 4 0 1 第 2 0 号

一部改正 令 和 ３ 年 ４ 月 １ 日

老 発 0 3 1 1 第 １ 号

一部改正 令 和 ４ 年 ３ 月 11日

老 発 0 4 0 1 第 ９ 号

一部改正 令 和 ６ 年 ４ 月 １ 日

老 発 1 2 0 2 第 ６ 号

一部改正 令 和 ６ 年 12月 ２ 日

老 発 1 1 2 0 第 ２ 号

一部改正 令 和 ７ 年 11月 20日

各都道府県知事 殿

厚生労働省老健局長

（ 公 印 省 略 ）

老 発 0 9 3 0第 ５ 号

平 成 21年 ９ 月 30日

老 発 0 3 3 0第 ９ 号

一部改正 平 成 24年 ３ 月 30日

老 発 0 3 3 1第 １ 号

一部改正 平 成 27年 ３ 月 31日

老 発 0 9 2 9第 ７ 号

一部改正 平 成 27年 ９ 月 29日

老 発 0 3 2 3第 ２ 号

一部改正 平 成 30年 ３ 月 23日

老 発 0 9 2 5第 ２ 号

一部改正 平 成 30年 ９ 月 25日

老 発 0 3 3 1第 ２ 号

一部改正 令 和 ２ 年 ３ 月 31日

老 発 1 2 2 5第 ３ 号

一部改正 令 和 ２ 年 12月 25日

老 発 0 4 0 1第 2 0 号

一部改正 令 和 ３ 年 ４ 月 １ 日

老 発 0 3 1 1第 １ 号

一部改正 令 和 ４ 年 ３ 月 11日

老 発 0 4 0 1第 ９ 号

一部改正 令 和 ６ 年 ４ 月 １ 日

老 発 1 2 0 2第 ６ 号

一部改正 令 和 ６ 年 12月 ２ 日

各都道府県知事 殿

厚生労働省老健局長

（ 公 印 省 略 ）

（ 別 添 ）



要介護認定等の実施について

要介護認定等に係る申請等については、これまで本職通知「要介護認

定等の実施について」（平成 21 年 3 月 31 日老発第 0331005 号厚生労働

省老健局長通知。以下「局長通知」という。）により取り扱われていた

ところであるが、今般「要介護認定の見直しに係る検証・検討会」での

指摘を踏まえ、要介護認定等の方法を見直したことに伴い、要介護認定

等の具体的な実施及び運用方法等の取扱いについては、以下によること

とし、本年 10月 1 日から適用することとしたので、通知する。

なお、本通知の施行に伴い、局長通知は平成 21 年 9 月 30 日限りで廃

止する。

記

１～５ （略）

要介護認定等の実施について

要介護認定等に係る申請等については、これまで本職通知「要介護認

定等の実施について」（平成 21 年 3 月 31 日老発第 0331005 号厚生労働

省老健局長通知。以下「局長通知」という。）により取り扱われていた

ところであるが、今般「要介護認定の見直しに係る検証・検討会」での

指摘を踏まえ、要介護認定等の方法を見直したことに伴い、要介護認定

等の具体的な実施及び運用方法等の取扱いについては、以下によること

とし、本年 10月 1 日から適用することとしたので、通知する。

なお、本通知の施行に伴い、局長通知は平成 21 年 9 月 30 日限りで廃

止する。

記

１～５ （略）



別添１－１ 別添１－１



別添１－２ 別添１－２



別添１－３～２ （略）

別添３

別添１－３～２ （略）

別添３



別添４ （略） 別添４ （略）


